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 平成２３年第４回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２３年８月３０日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成２３年９月６日 
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平成２３年９月６日（火） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２３年９月６日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 報告第２５号 平成２２年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 
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      議案第４９号 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

る条例の一部改正について 

      議案第５０号 常陸太田市市税条例等の一部改正について 

      議案第５１号 常陸太田市都市計画税条例の一部改正について 

      議案第５２号 常陸太田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

      議案第５３号 常陸太田市工事分担金条例の一部改正について 

      議案第５４号 消防ポンプ自動車購入契約について 

      議案第５５号 高規格救急自動車購入契約について 

      議案第５６号 水郡線常陸太田駅改良工事平成２３年度委託契約の変更契約の締結 

             について 

      議案第５７号 水郡線常陸太田駅改良工事の精算について 

      議案第５８号 訴えの提起について 

      議案第５９号 常陸太田市道路線の廃止について 

      議案第６０号 常陸太田市道路線の変更について 

      議案第６１号 常陸太田市道路線の認定について 

日程第 ４ 議案第６２号 平成２２年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算認定について 

      議案第６３号 平成２２年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第６４号 平成２２年度常陸太田市老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第６５号 平成２２年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第６６号 平成２２年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第６７号 平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 
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      議案第６８号 平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

      議案第６９号 平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             歳入歳出決算認定について 

      議案第７０号 平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第７１号 平成２２年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第７２号 平成２２年度常陸太田市水道事業会計決算認定について 

      議案第７３号 平成２２年度常陸太田市工業用水道事業会計決算認定について 

日程第 ５ 議案第７４号 平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）について 

      議案第７５号 平成２３年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

             について 

      議案第７６号 平成２３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

             について 

      議案第７７号 平成２３年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）につ 

             いて 

      議案第７８号 平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）に 

             ついて 

      議案第７９号 平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３ 

             号）について 

      議案第８０号 平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             補正予算（第２号）について 

      議案第８１号 平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

             について 

      議案第８２号 平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）について 

      議案第８３号 平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）に 

             ついて 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 報告第２５号ないし報告第２６号（一括上程・報告案件説明） 

 日程第 ３ 議案第４８号ないし議案第６１号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ４ 議案第６２号ないし議案第７３号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第７４号ないし議案第８３号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 
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出席議員 

    議 長   茅 根   猛 君     副議長   山 口 恒 男 君 

     １番   藤 田 謙 二 君      ２番   赤 堀 平二郎 君 

     ３番   木 村 郁 郎 君      ４番   深 谷   渉 君 

     ５番   鈴 木 二 郎 君      ６番   平 山 晶 邦 君 

     ７番   益 子 慎 哉 君      ８番   菊 池 伸 也 君 

     ９番   深 谷 秀 峰 君     １０番   高 星 勝 幸 君 

    １１番   荒 井 康 夫 君     １２番   成 井 小太郎 君 

    １４番   片 野 宗 隆 君     １５番   福 地 正 文 君 

    １７番   川 又 照 雄 君     １８番   後 藤   守 君 

    １９番   黒 沢 義 久 君     ２０番   沢 畠   亮 君 

    ２１番   髙 木   将 君     ２２番   宇 野 隆 子 君 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

    市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

    教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  江 幡   治 君 

    政策企画部長  佐 藤   啓 君    市民生活部長  川 上 明 文 君 

    保健福祉部長  安 田   隆 君    産 業 部 長  井 坂 孝 行 君 

    建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君    会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君 

    上下水道部長  鈴 木 則 文 君    消 防 長  福 地 利 壽 君 

    教 育 次 長  山 崎 修 一 君    秘 書 課 長  宇 野 智 明 君 

    総 務 課 長  荻 津 一 成 君    監 査 委 員  中 村   弘 君 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  吉 成 賢 一      主査兼議事係長  関   勝 則 

    総 務 係 長  榊   一 行 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○議長（茅根猛君） ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２２名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２３年第４回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○議長（茅根猛君） 会議録署名議員の指名をいたします。 



 １０

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

    ８番   菊 池 伸 也 君    ２１番   髙 木   将 君 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○議長（茅根猛君） 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る７月２９日，那珂市において県北市議会議長会が開催されました。会議内容については，

お手元に配付いたしました印刷物によりご承知願います。 

 次に，地方自治法第２３３条第５項の規定により，平成２２年度常陸太田市一般会計及び特別

会計決算に係る主要な施策の成果報告書が別紙のとおり提出されておりますので，ご報告いたし

ます。 

 次に，監査委員から，平成２３年６月，７月，８月の例月現金出納検査の結果について，報告

書が別紙写しのとおり提出されております。また，同じく監査委員から，平成２３年度財政援助

団体等監査報告書が提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  江 幡   治 君 

 政策企画部長  佐 藤   啓 君    市民生活部長  川 上 明 文 君 

 保健福祉部長  安 田   隆 君    産 業 部 長  井 坂 孝 行 君 

 建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君    会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君 

 上下水道部長  鈴 木 則 文 君    消 防 長  福 地 利 壽 君 

 教 育 次 長  山 崎 修 一 君    秘 書 課 長  宇 野 智 明 君 

 総 務 課 長  荻 津 一 成 君    監 査 委 員  中 村   弘 君 

 以上，１６名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

 市長あいさつ 

○議長（茅根猛君） この際，市長より招集のごあいさつを願います。市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 皆さん，おはようございます。本日は平成２３年第４回市議会定例会

を招集しましたところ，議員の皆様にはご出席を賜りまして，まことにありがとうございます。

日ごろから市政の進展と円滑な運営のために格別なるご高配をいただいておりまして，この機会

に改めまして心から感謝を申し上げる次第でございます。 

 初めに，国では管内閣が総辞職をいたしまして，野田内閣が二日に発足いたしました。震災復
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興と原発事故対応，世界的な景気低迷と円高対応など，直面する日本の課題は明確になっており

ます。新首相には日本が目指す方向性を示し，被災した地域の早期復興と生活の安定，地域経済

の活性化に全力で取り組んでいただきたいと存じます。 

 さて，３月１１日の東日本大震災からまもなく半年が経過いたします。これまで市民の皆様を

初め，全国各地からたくさんの義援金や支援物資が寄せられました。心から感謝を申し上げます。 

 震災からの復興，復旧については，被災した市民生活を支援するための応急対策や道路，橋梁，

上下水道，学校教育施設など，緊急に処理すべき課題が数多くございます。また，福島原子力発

電所の事故は，依然として終息の確たる見通しがたっておらず，市民の皆様の日常生活や本市の

経済活動に極めて大きな影響を及ぼしているところでございます。これまで市民生活の再生，再

建を最優先事項として，いち早く本市独自の支援制度を立ち上げるとともに，道路，上下水道，

教育施設など，社会基盤の復旧を進めてまいったところでございます。 

 また，放射性物質に対する市民の皆様の不安を少しでも解消するため，大気や水質，農地，農

産物の放射線量の測定，分析を国や県及び関係機関との連携を図りながら実施してまいりました。

その結果につきましては，ホームページに掲載するとともに，広報紙や防災無線等でお知らせを

しているところでございます。さらには，町の元気を取り戻すために，市内外で本市の安心，安

全な農産物の販売，ＰＲ活動を積極的に実施してまいりました。 

 我が国全体が非常事態である今，国と地方が総力を結集して早期復興を成し遂げる必要がござ

います。国は公共施設の復旧と地域の復興を早期に図るため，一刻も早い財政措置を講じるとと

もに，市町村に対する緊急の財政支出を行う必要があります。また，放射性物質に対する不安や

不信感を解消するため，放射線量の安全基準値を早急に策定し公表する必要があると思います。

これらの実現について，国，県に対して茨城県市長会を通しての要望と市独自の要望を実施して

いるところでございます。東京電力に対しても，原発事故の早期終息と損害に対する完全賠償に

ついて早急に対策を講じるよう要望しております。 

 震災を乗り越え，震災以前にも増して活力にあふれ，安心で安全な町として発展するため，全

力を傾注して取り組みを進めてまいりました。今後は，復旧，復興に向けた目標や方向，施策を

わかりやすく示すことにより，市民，団体，企業と目標を共有しながら，市民協働によるさらな

る復旧，復興を進めてまいりたいと考えております。皆様のさらなるご理解とご協力を心からお

願い申し上げます。 

 次に，本市の平成２２年度一般会計における決算の状況でございますが，実質単年度収支は５

億3,２００万円の黒字となっております。経常収支比率は，扶助費や繰出金が増額となりました

ものの，人件費や公債費などの減少により，前年度比1.３ポイント減の９1.５％となっておりま

す。また，実質公債費率は，前年度比1.８ポイント減の１0.８％，将来負担比率は２3.９ポイン

ト減の４0.５％になっております。公債費や市債現在高の減額と普通交付税の増額により，実質

公債費率，そして将来負担比率ともに早期健全化基準を大きく下回っております。財政力指数に

つきましては，合併特例債償還費など基準財政需要額の増加と市税など基準財政収入額の減額に

より，前年度比0.０１７ポイント減の0.４３２となっておるところでございます。引き続き，計
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画的な納税指導，そして効率的な収納体制の整備を図りまして，自主財源の確保に努めてまいり

ます。また，行財政の合理化，効率化を念頭に置きながら，限られた財源を有効に活用し，市政

運営を進めてまいります。 

 次に，提案いたします一般会計補正予算につきましては，地方財政法に基づく歳計剰余金の積

み立て，消費拡大と地域経済の活性化を図るためのプレミアム商品券事業費補助金，震災に伴う

経費として被災者用住宅の借り上げ料，市単独による東日本大震災被害対策費支援金の追加分，

農業関係施設の復旧に要する経費の助成，宮ノ脇保育園復旧費用などを計上いたしました。 

 最後に，本日提案いたします案件でございますが，決算に基づく健全化判断比率及び決算の資

金不足比率の報告が各１件，条例の制定が１件，条例の一部改正が５件，契約関係が３件，常陸

太田駅改良工事の精算が１件，訴えの提起が１件，市道路線の廃止，変更並びに認定が各１件，

平成２２年度各会計の決算認定１２件，平成２３年度一般会計並びに特別会計の補正予算１０件，

合わせまして３８件でございます。 

 なお，今会期中に人事案件１件を追加提案する予定でございますので，あらかじめご了承を賜

りたいと思います。 

 各議案の提案理由などにつきましては，議題となりましたときに，副市長及び担当部長からそ

れぞれご説明申し上げます。各議案とも慎重にご審議をいただき，原案のとおり承認，可決，認

定，同意を賜りますようお願いを申し上げまして招集のあいさつといたします。どうぞよろしく

お願いいたします。 

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○議長（茅根猛君） 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から９月２１日まで１６日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から９月２１日まで，１６日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 報告第２５号ないし報告第２６号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第２，報告第２５号平成２２年度決算に基づく健全化判断比率の

報告について，報告第２６号平成２２年度決算に基づく資金不足比率の報告について，以上２件

を一括議題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 
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○副市長（梅原勤君） それでは説明をさせていただきます。 

 報告第２５号でございます。議案書１ページをお開きいただきます。報告第２５号平成２２年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について，地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項の規定により，平成２２年度決算に基づき算定した健全化判断比率を監査委員の意見を

付けて次のとおり報告する。 

 ２ページをお開きいただきます。まず，実質赤字比率でございますが，これは一般会計の実質

収支が赤字となった場合，赤字額の標準財政規模に対する比率でございます。平成２２年度一般

会計実質収支は７億1,５０９万3,５４３円の黒字で決算しておりますので該当がございません。

ちなみに，これにかかわる早期健全化基準でございますが１2.６６％となっております。 

 次に，連結実質赤字比率でございますが，全会計における実質収支の赤字額または資金不足額

の標準財政規模に対する比率でございます。これにつきましてもすべての会計において赤字額ま

たは資金不足額が生じておりませんので該当がございません。ちなみに，これに係る早期健全化

基準は１7.６６％となっております。 

 次に，実質公債費比率でございます。これは一般会計が負担した実質的な公債費の標準財政規

模に対する比率でございます。実質的公債費は公益企業会計や一般事務組合，地方公社，第３セ

クター等の償還のうち，一般会計が負担した額を含めたものとなっております。なお，この比率

は，平成２０年度決算から２２年度決算までの３カ年平均となっております。この比率につきま

しては，前年比1.８ポイント減の１0.８％となっておりまして，早期健全化基準の２5.０％を下

回っております。 

 最後に，将来負担比率でございます，一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模

に対する比率でございます。将来負担には一般会計の地方債現在高だけでなく，職員の退職手当

引当金や公営企業会計，一部事務組合，地方公社，第３セクターなどの負債のうち，一般会計が

将来負担すべき額を含めたものでございます。この比率につきましては，前年比２3.9ポイント減

の４0.５％となっておりまして，早期健全化基準の３５0.０％を下回っております。これらの基

準を１つでも上回った場合，早期是正措置といたしまして，財政健全化計画を策定し，議会の議

決を経て知事に報告することになります。なお，参考といたしまして，健全化判断比率の算出シ

ートを提出させていただきました。平成２３年９月６日提出，市長名でございます。 

 ３ページからは，監査委員の意見書でございます。 

 続きまして，報告第２６号でございます。７ページをお開きいただきます。報告第２６号平成

２２年度決算に基づく資金不足比率の報告について，地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第２２条第１項の規定により，平成２２年度決算に基づき算定した資金不足比率を監査委員の意

見を付けて次のとおり報告する。 

 ８ページをお開きいただきます。資金不足比率でございますが，これは公営企業における資金

不足額が料金収入などの事業規模に対してどの程度になっているかの比率でございます。資金不

足額は一般会計の実質赤字に相当するものでございます。これにつきましては，すべての公営企

業会計において資金不足が生じておりませんので該当がございません。ちなみに，これらに係る
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経営健全化基準は２0.０％となっております。なお，この基準を超えた場合，企業ごとに経営健

全化計画を策定し，議会の議決を経て知事に報告することになります。平成２３年９月６日提出，

市長名。 

 ９ページからは監査委員の意見書がございます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第４８号ないし議案第６１号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第３，議案第４８号常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する

条例の制定について，議案第４９号常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正について，議案第５０号常陸太田市市税条例等の一部改正について，議

案第５１号常陸太田市都市計画税条例の一部改正について，議案第５２号常陸太田市災害弔慰金

の支給等に関する条例の一部改正について，議案第５３号常陸太田市工事分担金条例の一部改正

について，議案第５４号消防ポンプ自動車購入契約について，議案第５５号高規格救急自動車購

入契約について，議案第５６号水郡線常陸太田駅改良工事平成２３年度委託契約の変更契約の締

結について，議案第５７号水郡線常陸太田駅改良工事の精算について，議案第５８号訴えの提起

について，議案第５９号常陸太田市道路線の廃止について，議案第６０号常陸太田市道路線の変

更について，議案第６１号常陸太田市道路線の認定について，以上１４件を一括議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは説明をさせていただきます。 

 議案第４８号常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する条例の制定についてでございます。

常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する条例を次のように制定するものとする。平成２３年

９月６日提出，市長名。 

 提案理由でございます。平成２０年７月に水府地区の東連地町内に完成しました久慈川水防対

策特定河川事業でございますが，これに伴います輪中堤及び宅地のかさ上げ事業区域につきまし

ては，過去に幾多の洪水被害を受けてきた地域でありますことから，災害危険区域に指定し，建

築物の建築制限について定めるため，本条例を制定するものであります。 

 第１条につきましては，条例の趣旨の定めでございます。第２条第１項につきましては，出水

による危険が著しい区域について，防災関係者の意見を聞いて市長が指定することの定めでござ

います。第２項は告示と縦覧の定めでございます。第３項は工事の定めであります。第４項は，

災害危険区域指定の変更または解除についての定め。第３条につきましては，災害区域の指定の

案の縦覧の定めに関する定めでございます。第４条につきましては，建築物の制限の定めであり

まして，第１号から４号にかけては例外規定でございます。 

 なお，本条例は公布の日から施行するものであります。 

 続きまして，議案書の１５ページをお開き願います。議案第４９号常陸太田市特別職の職員で
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非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について，常陸太田市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，スポーツ振興法が平成２３年６月２４日に公布され，同年８月２４

日から施行されたことに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 具体的には次のページにございますが，昭和３６年に制定されましたスポーツ振興法が５０年

ぶりに改正されたことにより，体育指導員の職名を改正するものでございます。 

 続きまして，議案第５０号，議案書１８ページでございます。常陸太田市市税条例等の一部改

正について，常陸太田市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平

成２３年９月６日提出，市長名でございます。 

 提案理由といたしましては，地方税法の一部を改正する法律が平成２３年６月３０日に公布，

その一部が同日から施行されたことに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 本改正は，第１条が常陸太田市市税条例の一部改正，第２条が常陸太田市市税条例の一部を改

正する条例，第３条が常陸太田市市税条例の一部を改正する条例の一部改正の３条からなります。 

 主な内容でございますが，地方税法の一部改正に伴い，科料を３万円以下から１０万円以下に

科する罰則の見直し，それから追加，あるいは文言等の整理，特例の適用期限の延長等でござい

ます。具体的には新旧対照表でご説明をさせていただきます。 

 ２６ページでございます。第１条関係でございまして，常陸太田市市税条例の一部改正の新旧

対照表でございます。第１２条は，市民税の納税管理人に係る不申告に関する科料についての罰

則の見直しでございます。第１６条の７は寄附金税額控除で，地方税法の一部改正による寄附金

税額控除の適用加減額の引き下げに伴う文言の整理，控除額計算方法の記載の簡略化です。 

 ２９ページをお開きいただきまして，１８条の３は文言の整理でございます。 

 ３０ページの１８条の４，それから，３２条の１０は文言の整理と罰則の見直しでございます。

４０条は条項繰り上げに伴う引用条項の変更。 

 ３１ページの４４条，それから，第５４条及び６５条につきましては罰則の見直しでございま

す。 

 ３２ページの７７条の２，それから８２条の２及び８４条につきましては，罰則の条文の追加

及び罰則の見直しでございます。 

 ３３ページの１０５条及び１１１条の２につきましては，罰則の見直し及び罰則の条文の追加

でございます。１１３条の３につきましては，常陸太田市市税条例第１１１条の２が追加された

ことによる条項の繰り下げでございます。 

 ３４ページの附則，第５条の４につきましては，控除額の計算方法についての記載の簡略化で

ございます。 

 ３５ページにつきましては，附則の第６条，適用規定の延長，それから適用要件の記載の簡略

化でございます。 

 ３７ページでございますが，附則第８条の２につきましては，高齢者の住宅の安定確保に関す
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る法律の改正に伴う引用条項の変更でございます。 

 ３８ページの附則第１４条の３から４５ページの附則第１７条の４までは，文言の整理でござ

います。 

 ４６ページの第２条第２項，それから，第１６項及び次のページの２１項につきましては，市

民税の軽減税率の特例の延長でございます。 

 ４８ページですが，第１条第４号につきましては，所得計算の特例の施行日の延長でございま

す。２条第６項につきましては，平成２５年度を平成２７年度に改正するものでございます。 

 ２４ページにございますけれども，お戻りいただきますが附則でございます。第１条は施行期

日，第１号から３号に掲げる規定をもとに，公布の日から施行するものでございます。第２条は

市民税に関する経過措置，第３条は固定資産税に関する経過措置，第４条は罰則に関する経過措

置でございます。 

 続きまして，議案書４９ページをお開きいただきます。議案第５１号常陸太田市都市計画税条

例の一部改正について，常陸太田市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。平成２３年９月６日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，地方税法の一部を改正する法律が平成２３年６月３０日に公布，そ

の一部が同日から施行されたことに伴い，本条例の一部を改正するものでございます。 

 内容につきましては，５１ページの新旧対照表で説明をさせていただきますが，第２条，納税

義務者等につきましては，引用条項の繰り上げ及び削除，それから整理でございます。附則の第

１２条につきましては引用条項の変更。 

 それから，５０ページにお戻りいただきまして，附則で１条が施行期日でございまして，公布

の日からの施行，それから，第２条は経過措置でございます。 

 続きまして，５２ページをお開きいただきます。議案第５２号常陸太田市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部改正についてでございます。常陸太田市災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 提案理由でございます。災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が，平成２３

年７月２９日に公布，同日から施行されたことに伴う条例の一部改正でございます。 

 ５４ページをお開きいただきます。新旧対照表でご説明させていただきますが，第４条，災害

弔慰金を支給する遺族でございますが，これまで支給対象となる遺族につきましては，第２号に

規定する遺族のみでございました。これらがすべていない場合は，同居または生計を一にする兄

弟姉妹に対して支給できる規定を第３号として追加するものでございます。これに合わせて第１

号中遺族の定義規定を入れてございます。 

 ５３ページにお戻りいただきまして附則でございますが，本条例は公布の日から施行し，３月

１１日，東日本大震災があったときから適用するものでございます。 

 続きまして，５５ページをお開きいただきます。議案第５３号常陸太田市工事分担金条例の一

部改正についてでございます。常陸太田市工事分担金条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。平成２３年９月６日提出，市長名。 
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 提案理由でございますが，東日本大震災における災害復旧に対応するため，本条例の一部改正

を行うものであります。３月１１日に発生しました東日本大震災により，甚大な被害を受けまし

た市内農業関係施設の復旧において急を要するため，土地改良区及び水利組合にかわりまして市

が実施いたしましたことから，施工に係る分担金の徴収項目について条例で追加するものでござ

います。 

 具体的には５７ページの新旧対照表でご説明いたします。第１条につきましては，市が災害の

復旧において代行し実施できるものを追加し，農地災害復旧事業を農地・ため池・用排水路・用

水施設の災害復旧事業に改めます。第３条第１号につきましては，第１条の復旧に要した費用の

徴収について，ただいまの事業の分担金，農地・ため池・用排水路・用水施設の災害復旧事業の

分担金総額は，補助事業に要する経費のうち，国または県から受ける補助金の額を差し引いた額

の範囲内とするものでございます。なお，本条例は公布の日から施行するものであります。 

 ５８ページをお開きいただきます。議案第５４号消防ポンプ自動車購入契約についてでござい

ます。平成２３年８月１０日一般競争入札に付した消防ポンプ自動車購入につきまして，下記の

とおり購入契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第８号の規定に基づき，議会の議決

を求めるものでございます。 

 記といたしまして，契約の目的は，消防ポンプ自動車購入。契約の方法は一般競争入札による

もの。金額は2,３７８万2,５００円でございます。契約の相手方は，ジーエムいちはら工業株式

会社，代表取締役光野巍でございます。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 今回の購入契約は，北消防署里美出張所で使用している消防ポンプ自動車が２０年を経過しま

して老朽化したため買いかえるものでございます。 

 次の５９ページに概要を記してございますが，機動性，悪路走破性を高めるため，低床４輪駆

動式としてございます。 

 続きまして，６０ページでございますが，議案第５５号高規格救急自動車購入契約について，

平成２３年８月１０日一般競争入札に付した高規格救急自動車購入について，下記のとおり購入

契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第８号の規定に基づき，議会の議決を求めるも

のでございます。 

 記といたしまして，契約の目的は高規格救急自動車購入。契約の方法は一般競争入札。金額は

3,３６０万円でございます。契約の相手方は，茨城トヨタ自動車株式会社，代表取締役幡谷史朗

です。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 今回の購入契約は，平成２４年度から業務開始予定の北消防署金砂出張所に新規配備するため

のものでございます。 

 次の１６ページに概要を記載してございます。半自動除細動器等の資機材を整備してございま

す。 

 続きまして，６２ページをお開きいただきます。議案第５６号水郡線常陸太田駅改良工事平成

２３年度委託契約の変更契約の締結についてでございます。これにつきましては，平成２３年第

２回市議会定例会におきましてご承認いただきました平成２３年度の委託契約につきまして，工
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事が完了したことによる精算の手続を行う必要があるため，契約の変更をするものでございます。

水郡線常陸太田駅改良工事平成２３年度委託契約について，下記のとおり変更したいので，地方

自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき，議会の議決を求めるものでございます。 

 記といたしまして，契約の目的，水郡線常陸太田駅改良工事。契約の金額，変更前が４億6,９

３５万円，変更後が３億9,８５５万2,２８７円。契約の相手方でございますが，茨城県水戸市三

の丸一丁目４番４７号，東日本旅客鉄道株式会社，執行役員水戸支社長熊本義寛。平成２３年９

月６日提出，市長名でございます。 

 今回の変更は減額の契約でございまして，その主な理由につきましては，次ページをごらんい

ただきたいと思いますが，夜間工事による騒音や振動等の環境悪化の懸念がありましたものです

から，日中工事としたことによる保安員の減，それから，駅前広場整備工事と駅舎大屋根等工事

との一体的な施工による重機台数の減，また，仮設ヤードの段階的縮小によるリース料の減，さ

らには，ホームにおきまして基礎に場所打ちコンクリートぐいを当初予定いたしましたが，鋼管

ぐいへの変更による単価を減したものでございまして，契約締結時には工事の特殊性及び特異性

から年度協定を上限で概算精算することとしていたことから，今回7,０７９万7,７１３円につい

て減額変更をするものでございます。 

 続きまして，６４ページをお開きいただきます。議案第５７号でございます。水郡線常陸太田

駅改良工事の精算についてでございます。これにつきましては，２１年度第２回市議会定例会で

ご承認いただき協定を結ばせていただきました水郡線常陸太田駅改良工事につきまして，先ほど

議案第５６号で提案させていただきました平成２３年度契約変更に基づき，駅改良工事全体協定

の精算を行うための提案でございます。水郡線常陸太田駅改良工事につきまして，下記のとおり

協定を精算するため，地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき，議会の議決を求めるも

のでございます。 

 契約の目的は，水郡線常陸太田駅改良工事。契約の金額は，変更前が８億4,３０７万6,０００

円，変更後は７億7,２２７万8,２８７円，精算は7,０７９万7,７１３円の減でございます。契約

の相手方は，茨城県水戸市三の丸一丁目４番４７号，東日本旅客鉄道株式会社，執行役員水戸支

社長熊本義寛でございます。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 精算額の内容でございますが，先ほどの５６号でお示ししました水郡線常陸太田駅改良工事２

３年度委託契約の変更契約によって減が生じたものでございます。 

 続きまして，議案書６６ページをお開きいただきます。議案第５８号訴えの提起についてでご

ざいます。次のとおり訴えを提起したいので，地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により，

議会の議決を求めるものでございます。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，常陸太田市高貫町地内の市道０１１０号線及び市道５０６９号線の

一部道路用地につきましては，昭和２６年に寄附されたものでありますが，分筆による所有権移

転登記がなされておりませんでした。このたび武石東洋男氏より，道路境界に関する裁判が提起

され，平成２３年７月１９日の判決により境界が確定いたしました。このことにより，寄附を受

けた一般道路用地が個人敷地内となり，道路通行に著しい支障を生じることとなるため，一般道
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路用地の所有権を市に帰属させる必要がありますので，被告となるべき者に対して所有権移転登

記請求と石塀の一部撤去を求めて新たに訴えを提起するものでございます。なお，本件の訴訟は

弁護士に委任するものでございます。 

 当時者ですが，原告となるべき者は常陸太田市，被告となるべき者は常陸太田市高貫町１２３

０番地の２，武石東洋男。提起の要旨については，ただいま申し上げたとおりでございます。平

成２３年９月６日提出，市長名でございます。 

 続きまして，別冊となっております議案書をお開きいただきます。議案第５９号常陸太田市道

路線の廃止についてでございます。議案書の別冊の１ページでございますが，常陸太田市道路線

を廃止したいので，道路法第１０条第３項の規定により，次のとおり議会の議決を求める。平成

２３年９月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，道路現況調査等に伴い，市道路線を廃止するものでございます。今

回は１７１９路線，延長距離で１７万2,４４２メートルを廃止するものでございまして，道路現

況調査につきましては，現在の市道路線が昭和６２年３月に一括認定されましてからかなりの年

数がたっております。このことから道路幅員が1.５メートル未満と狭く，市民の日常生活に利用

されていない路線につきまして見直しを行うものでございます。 

 具体的には，２路線を除きまして，道路現況調査に伴う金砂郷地区の国道２９３号線より北側

区域の市道路線を廃止するものでございます。 

 ２ページから１４５ページにかけまして，市道路線を廃止いたします路線名，起点，終点，幅

員，延長が記載してございます。 

 １４６ページから１４９ページにかけましては，三才町及び小島町の２路線の市道路線の廃止

図でございます。三才町につきましては，市道としての利用がされていない路線，また，小島町

につきましては，県道整備に伴い路線廃止するものでございまして，１５０ページからにつきま

しては，ただいま申し上げました金砂郷地区国道２９３号線の北側の区域につきまして，道路現

況調査に伴い見直しを行うものでございます。３つのブロックに分けて市道路線廃止図を記載し

てございます。詳細の説明を省略させていただきます。 

 今後の道路現況調査につきましては，金砂郷地区の国道２９３号線の南側区域，次いで水府地

区，それから里美地区を順次行う予定でございます。また，廃止されます道路につきましては，

法定外公共物として，引き続き市で管理してまいります。 

 続きまして，３３８ページでございます。議案第６０号常陸太田市道路線の変更についてでご

ざいます。常陸太田市道路線を変更したいので，道路法第１０条第３項の規定により，次のとお

り議会の議決を求めるものでございます。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，道路整備及び先ほど５９号で説明させていただきました道路現況調

査等に伴い，市道路線を変更するものでございます。今回の変更につきましては１２２路線，差

し引き延長距離１万4,１１６メートルの減となってございます。この市道路線変更は，１点目と

いたしまして，道路整備に伴い，市道路線起点終点の変更を行うもの８路線でございます。延長

距離は７５メートルの減でございます。 
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 ２点目といたしましては，金砂郷地区を中心とした道路現況調査に伴う幅員が狭く市道として

利用されていない区間につきまして変更するものでございます。１１４路線，差し引き１万4,０

４１メートルの減。それから，３３９ページから３５９ページにかけまして変更となる路線名，

新旧の起点，終点，幅員，延長を記載してございます。それ以降につきましては，位置図，変更

図となっております。ごらんをいただければと思います。 

 続きまして，４６６ページでございます。議案第６１号常陸太田市道路線の認定についてでご

ざいます。常陸太田市道路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定により，次のとおり

議会の議決を求める。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，道路整備及び県道移管等に伴い，市道路線と認定するものでござい

ます。 

 具体的な内容につきましては，４６７ページにございます。新たに路線認定する路線名，起点，

終点，幅員，延長が記載してございまして，８路線，延長距離で3,１５７メートルとなってござ

います。今回の市道路線の認定ですが，１点目は生活道路線の認定，それから，磯部町の生活道

路の認定でございます。 

 ２点目といたしましては，都市計画道路木崎稲木線整備に伴う主要地方道日立笠間線の一部区

間を市道に移管するための認定。木崎一町地内と棚谷町，東一町から金井町の区間でございます。 

 ３つ目には，亀作町地内の３路線でございます。それから，主要道の常陸那珂港山方線整備に

伴い，市道認定するものでございます。小島町の４路線でございます。以下，位置図及び認定図

を記載してございます。ごらんをいただきたいと思います。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第６２号ないし議案第７３号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第４，議案第６２号平成２２年度常陸太田市一般会計歳入歳出決

算認定について，議案第６３号平成２２年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について，議案第６４号平成２２年度常陸太田市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について，

議案第６５号平成２２年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について，議案

第６６号平成２２年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について，議案第６７号平

成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について，議案第６８号平成２２年

度常陸太田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について，議案第６９号平成２２年度

常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計歳入歳出決算認定について，議案第７０号

平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について，議案第７１号平成２

２年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計歳入歳出決算認定について，議案第７２号平成２２年度

常陸太田市水道事業会計決算認定について，議案第７３号平成２２年度常陸太田市工業用水道事

業会計決算認定について，以上１２件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。会計管理者。 

○議長（茅根猛君） 会計管理者。 
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〔会計管理者 岡部芳雄君登壇〕 

○会計管理者（岡部芳雄君） 平成２２年度常陸太田市一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算

につきまして，提案者にかわりご説明申し上げます。 

 決算書１ページをお開き願います。議案第６２号から議案第７１号平成２２年度常陸太田市一

般会計並びに特別会計歳入歳出決算認定について，地方自治法第２３３条第３項の規定により，

平成２２年度常陸太田市一般会計並びに特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を添えて議会の

認定に付す。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 ５ページをお開き願います。議案第６２号平成２２年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算につ

いてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は２５８億1,５２３万3,２３１円で，予算額に対します収入率は９5.１％でござい

ます。歳出決算額は２４９億2,０６４万8,６８８円で，予算額に対します歳出の執行率は９1.８％

でございます。歳入歳出差引残額は８億9,４５８万4,５４３円。この内訳を申し上げますと，７

億1,５０９万3,５４３円が翌年度への繰越額，また，１億4,９６３万3,０００円が繰越明許費の

一般財源です。2,９８５万8,０００円が事故繰越額。これは東日本大震災により工事を一時休止

したことによるもので，６月市議会にてご報告を申し上げたとおりでございます。なお，事故繰

越額につきましては，一般会計のほかに下水道事業特別会計，簡易水道事業特別会計にも計上さ

れておりますが，その理由につきましては一般会計と同様でございますので，各特別会計におい

ての理由は省略し，事故繰越額のみ説明いたします。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は２７１億5,２３８万4,１８０円。

調定額は２６６億8,４６５万9,１３２円で，予算額に対します調定率は９8.３％でございます。

収入済歳入額は歳入決算額と同額でございます。不納欠損額3,３５２万5,１０４円は，地方税法

の規定に基づき，該当する市税滞納の分を欠損処分した金額でございます。収入未済歳入額８億

3,５９０万４９７円の主なものは，市税，市営住宅使用料及び諸収入等の未納分でございます。 

 次に，歳出でございますが，歳出予算額は歳入予算額と同額，支出済歳出額は歳出決算額と同

額でございます。繰越明許費は１０億4,８６０万2,０００円。これは土木費，教育費，衛生費等

３０事業の繰り越し事業費分でございます。事故繰越額が４億8,１４５万3,０００円，不用額７

億１６８万４９２円の主な費用は，総務費，民生費，教育費，衛生費等でございます。 

 ただいまご説明いたしました内容の款項別明細が６ページから１５ページに，また，地方自治

法施行令第１６６条第２項に基づきます説明資料としての事項別明細書が７６ページから３４７

ページに，実質収支に関する調書が３４８ページに，財産に関する調書が５０２ページから５０

８ページに記載されておりますので，それぞれごらんいただきたいと思います。 

 なお，これからご説明申し上げます各特別会計決算書説明欄の収入済歳入額，歳出予算額，支

出済歳出額につきましては，一般会計と同様の説明となりますので省略をさせていただきます。 

 １７ページをお開き願います。議案第６３号平成２２年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は６０億5,９８５万6,９９２円で，予算額に対します収入率は１０1.３％でござい
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ます。また，歳出決算額は５７億３０２万8,３５９円で，予算額に対します歳出の執行率は９6.

３％でございます。歳入歳出差引残額３億5,６８２万8,６３３円は，すべて翌年度へ繰り越す額

でございます。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は５９億8,２１２万6,０００円。

調定額は６４億6,２６９万4,９９２円で，予算額に対します調定率は１０8.０％でございます。

不納欠損額3,７２９万3,５３５円は，地方税法の規定に基づき，該当する保険税滞納分を欠損処

分したものでございます。収入未済歳入額３億6,５５４万4,４６５円は，保険税の未納分でござ

います。 

 次に，歳出でございますが，不用額２億7,９０９万7,６４１円の主な費目は，保険給付費及び

予備費等でございます。 

 なお，款項別明細が１８ページから２３ページに，事項別明細書が３５０ページから３８５ペ

ージに，実質収支に関する調書が３８６ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，２５ページをお開き願います。議案第６４号平成２２年度常陸太田市老人保健特別会計

歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は1,１７９万3,８８４円で，予算額に対します収入率は９2.７％でございます。ま

た，歳出決算額は７８４万4,５６１円で，予算額に対します歳出の執行率は６1.７％でございま

す。歳入歳出差引残額３９４万9,３２３円。これは老人保健特別会計が廃止となったため，翌年

度一般会計へ繰り越す額でございます。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は1,２７１万7,０００円。調定額

が1,１７９万3,８８４円で，予算額に対します調定率は９2.７％でございます。不納欠損額及び

収入未済歳入額はございません。 

 次に，歳出でございますが，不用額４８７万2,４３９円の主な費目は，医療諸費及び予備費等

でございます。 

 なお，款項別明細が２６ページから２９ページに，事項別明細書が３８８ページから３９５ペ

ージに，実質収支に関する調書が３９６ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，３１ページをお開き願います。議案第６５号平成２２年度常陸太田市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は５億5,９２５万2,１５０円で，予算額に対します収入率は９5.０％でございます。

また，歳出決算額は５億5,７９２万7,０６２円で，予算額に対します歳出の執行率は９4.８％で

ございます。歳入歳出差引残額１３２万5,０８８円は，すべて翌年度へ繰り越す額でございます。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は５億8,８６０万9,０００円。調

定額が５億6,１９９万9,８５０円で，予算額に対します調定率は９5.５％でございます。不納欠

損額３７万8,９００円は，高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき，該当する保険料滞

納分を欠損処分したものでございます。収入未済歳入額２３７万5,８００円は，保険料の未納分
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でございます。 

 次に，歳出でございますが，不用額3,０６８万1,９３８円の主な費目は，広域連合納付金でご

ざいます。 

 なお，款項別明細が３２ページから３５ページに，事項別明細書が３９８ページから４０５ペ

ージに，実質収支に関する調書が４０６ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，３７ページをお開き願います。議案第６６号平成２２年度常陸太田市介護保険特別会計

歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は４４億3,２５０万5,３６６円で，予算額に対します収入率は９7.６％でございま

す。また，歳出決算額は４３億7,５４２万4,３６１円で，予算額に対します歳出の執行率は９6.

４％でございます。歳入歳出差引残額5,７０８万1,００５円は，すべて翌年度へ繰り越す額でご

ざいます。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますけれども，歳入予算額は４５億4,０６２万6,００

０円。調定額は４４億4,７３１万1,３６６円で，予算額に対します調定率は９7.９％でございま

す。不納欠損額３７２万８００円は，介護保険法の規定に基づき，該当する保険料を欠損処分し

た額でございます。収入未済歳入額1,１０８万5,２００円は，保険料の未納分でございます。 

 次に，歳出でございますが，不用額１億6,５２０万1,６３９円の主な費目は，保険給付費及び

予備費等でございます。 

 なお，款項別明細が３８ページから４１ページに，事項別明細書が４０８ページから４４１ペ

ージに，実質収支に関する調書が４４２ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，４３ページをお開き願います。議案第６７号平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会

計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は１３億9,１３２万5,０８８円で，予算額に対します収入率は８5.０％でございま

す。また，歳出決算額は１３億５７９万7,３４１円で，予算額に対します歳出の執行率は７9.８％

でございます。歳入歳出差引残額は8,５５２万7,７４７円。内訳を申し上げますと，6,２２１万

2,７４７円が翌年度へ繰り越す額であり，２６万7,０００円が繰越明許費の一般財源で，2,３０

４万8,０００円が事故繰越額でございます。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は１６億3,６５０万5,０００円。

調定額は１４億7,６６７万9,０６４円で，予算額に対します調定率は９0.２％でございます。不

納欠損額ございません。収入未済歳入額8,５３５万3,９７６円は，受益者負担金及び使用料の未

納分でございます。 

 次に，歳出でございますが，繰越明許費４５６万7,０００円は，繰り越し事業費１件分でござ

います。事故繰越額は２億9,８１２万1,０００円。不用額2,８０１万9,６５９円の主な費目は，

事業費等でございます。 

 なお，款項別明細が４４ページから４７ページに，事項別明細書が４４４ページから４５７ペ
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ージに，実質収支に関する調書が４５８ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，４９ページをお開き願います。議案第６８号平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は８億3,４６４万6,１１３円で，予算額に対します収入率は１０2.４％でございま

す。また，歳出決算額は８億４６万6,６８２円で，予算額に対します歳出の執行率は９8.2%でご

ざいます｡歳入歳出差引残額3,４１７万9,４３１円は，すべて翌年度へ繰り越す額であります。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は８億1,５０１万5,０００円。調

定額は８億4,９３４万6,７２５円で，予算額に対します調定率は１０4.２％でございます。不納

欠損額ございません。収入未済歳入額1,４７０万６１２円は，受益者負担金及び使用料の未納分

でございます。 

 次に，歳出でございますが，繰越明許費，事故繰越はございません。不用額1,４５４万8,３１

８円の主な費目は，事業費及び予備費等でございます。 

 なお，款項別明細が５０ページから５３ページに，事項別明細書が４６０ページから４７１ペ

ージに，実質収支に関する調書が４７２ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，５５ページをお開き願います。議案第６９号平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化

槽設置整備事業特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は１億1,４０１万6,６６６円で，予算額に対します収入率は１０4.３％でございま

す。また，歳出決算額は１億５７７万９４１円で，予算額に対します歳出の執行率は９6.８％で

ございます。歳入歳出差引残額８２４万5,７２５円は，すべて翌年度へ繰り越す額であります。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は１億９２７万5,０００円。調定

額は１億1,４２５万9,００６円で，予算額に対します調定率は１０4.６％でございます。不納欠

損額はございません。収入未済歳入額２４万2,３４０円は，使用料の未納分でございます。 

 次に，歳出でございますが，不用額３５０万4,０５９円の主な費目は，事業費等でございます。 

 なお，款項別明細が５６ページから５９ページに，事項別明細書が４７４ページから４８１ペ

ージに，実質収支に関する調書が４８２ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，６１ページをお開き願います。議案第７０号平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別

会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は３億2,４９７万1,４３８円で，予算額に対します収入率は１０2.９％でございま

す。また，歳出決算額は２億9,２１１万5,０９６円で，予算額に対します歳出の執行率は９2.５％

でございます。歳入歳出差引残額は3,２８５万6,３４２円。内訳を申し上げますと，2,９４８万

2,８４２円が翌年度へ繰り越す額であり，３３５万8,０００円が繰越明許費の一般財源で，１万

5,５００円が事故繰越額でございます。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は３億1,５７１万3,０００円。調
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定額は３億3,０５５万9,０９９円で，予算額に対します調定率は１０4.７％でございます。不納

欠損額８８万4,３５１円は，地方自治法の規定に基づき，該当する使用料を欠損処分したもので

ございます。収入未済歳入額４７０万3,３１０円は，使用料の未納分でございます。 

 次に，歳出でございますが，繰越明許費３３５万8,０００円は，繰り越し事業費１件分でござ

います。事故繰越額は1,０７４万5,５００円。不用額９４９万4,４０４円の主な費目は，事業費

等でございます。 

 なお，款項別明細が６２ページから６５ページに，事項別明細書が４８４ページから７９３ペ

ージに，実質収支に関する調書が４９４ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 次に，６７ページをお開き願います。議案第７１号平成２２年度常陸太田市宅地分譲事業特別

会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

 歳入決算額は3,８６９万3,５５８円で，予算額に対します収入率は１０0.０％でございます。

また，歳出決算額は９１万8,２２８円で，予算額に対します歳出の執行率は1.４％でございます。

歳入歳出差引残額3,７７７万5,３３０円。これは宅地分譲事業特別会計が廃止になったため，翌

年度一般会計へ繰り越す額となります。 

 説明欄をごらんください。歳入でございますが，歳入予算額は3,８６９万3,０００円。調定額

は3,８６９万3,５５８円で，予算額に対します調定率は１０0.０％でございます。不納欠損額及

び収入未済歳入額はございません。 

 次に，歳出でございますが，不用額3,７７２万4,７７２円の費目は，事業費及び予備費でござ

います。 

 なお，款項別明細が６８ページから７１ページに，事項別明細書が４９６ページから４９９ペ

ージに，実質収支に関する調書が５００ページに記載されておりますので，ごらんいただきたい

と思います。 

 なお，地方自治法第２３３条第６項の規定により，提出が求められております各会計主要な施

策の成果を説明する書類につきましては，別冊「平成２２年度決算に係る主要な施策の成果報告

書」をご参照いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（茅根猛君） 上下水道部長。 

〔上下水道部長 鈴木則文君登壇〕 

○上下水道部長（鈴木則文君） 議案第７２号及び議案第７３号につきまして，提案者にかわり

ましてご説明申し上げます。平成２２年度常陸太田市水道事業会計並びに常陸太田市工業用水道

事業会計決算認定について，地方公営企業法第３０条第４項の規定により，平成２２年度常陸太

田市水道事業会計並びに常陸太田市工業用水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 初めに，議案第７２号平成２２年度常陸太田市水道事業会計決算についてご説明を申し上げま

す。 
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 １ページをお開きいただきたいと思います。平成２２年度常陸太田市水道事業決算報告書の収

益的収入及び支出の収入でございますが，第１款水道事業収益の予算額は１１億２１２万3,００

０円でございます。決算額は１０億8,９７７万8,６８５円となりました。これは，予算額に対し，

収入割合で９8.９％となってございます。 

 続きまして，２ページに参りまして支出でございますが，第１款水道事業費用の予算額は１１

億5,８８２万円でございます。決算額は１１億1,８１６万6,２９９円となりました。これは予算

額に対し，９6.５％の執行率となってございます。 

 次に，３ページの資本的収入及び支出の収入でございますが，第１款資本的収入の予算額は５

億５６万円でございます。決算額は１億6,８７９万5,７９０円となりました。これは予算額に対

しまして３3.７％の執行率となってございます。 

 次に，４ページの支出でございますが，第１款資本的支出の予算額は１０億４０１万3,０００

円でございます。決算額は５億4,６１５万3,０４７円となりました。翌年度繰越額が４億８８２

万円でございます。予算額に対し，４5.６％の執行率となってございます。 

 なお，欄外に記してございますが，資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億7,７３５万

7,２５７円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,２４６万6,８８６円及び過年

度分損益勘定留保資金３億6,４８９万３７１円で補てんをいたしております。 

 次に，５ページに移りまして，平成２２年度常陸太田市水道事業（常陸太田地区損益計算書）

についてご説明を申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）から（３）までを合わせまして６億2,２５６万2,

６３７円でございます。２の営業費用は（１）から（７）まで合わせまして６億3,４４４万8,１

５７円で，営業収支では1,１８８万5,５２０円の営業損失となってございます。 

 次に，６ページに参りまして，３の営業外収益でございますが，（１）から（３）までを合わせ

まして6,２５０万2,２３５円でございます。４の営業外費用でございますが，（１）と（２）を合

わせまして9,３０２万3,１７３円でございますので，営業外収支ではマイナス3,０５２万９３８

円となっております。 

 なお，先ほど申し上げた営業損失と営業外損失の合計の経常損失は4,２４０万6,２５８円とな

りました。５の特別利益が（１）の固定資産売却益２９万8,９１９円，６の特別損失は（１）固

定資産売却損が１５万8,３４９円でございますので，当年度純損失は4,２２６万5,８８８円の計

上となってございます。 

 なお，前年度繰越利益剰余金が１億1,４４３万2,８８４円でございますので，当年度未処分利

益剰余金は7,２１６万6,９９６円となってございます。 

 ７ページから９ページまでの剰余金計算書につきましては，説明を省略させていただきたいと

思います。 

 次に，１０ページをお開きいただきたいと思います。平成２２年度常陸太田市水道事業（常陸

太田地区剰余金処分計算書（案））についてご説明申し上げます。 

 先ほど損益計算書によりご説明申し上げましたけれども，１の当年度未処分利益剰余金が7,２
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１６万6,９９６円となっております。２の利益剰余金処分額は減債積立金，建設改良積立金とも

ございませんので，３の翌年度繰越利益剰余金は7,２１６万6,９９６円でございます。 

 １１ページから１４ページまでの貸借対照表につきましては，説明を省略させていただきます。 

 次に，１５ページをお開きいただきたいと思います。平成２１年度常陸太田市水道事業（金砂

郷地区損益計算書）につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）から（３）までを合わせまして２億3,０３６万6,

７２０円でございます。２の営業費用は（１）から（７）まで合わせまして３億５７万5,６８２

円で，営業収支では7,０２０万8,９６２円の営業損失となっております。 

 次に，１６ページに参りまして，３の営業外収益でございますが，（１）から（３）までを合わ

せまして１億2,９２８万9,８０７円でございます。４の営業外費用でございますが，（１）と（２）

を合わせまして5,８３０万1,８９８円でございますので，営業外収支では7,０９８万7,９０９円

となってございます。 

 なお，先ほど申し上げました営業損失を差し引いた経常利益は７７万8,９４７円となりました。

５の特別利益，６の特別損失はございませんので，当年度純利益は７７万8,９４７円の計上とな

ってございます。 

 なお，前年度繰越欠損金が4,２２７万9,６１３円でございますので，当年度未処利欠損金は4,

１５０万６６６円となりました。 

 １７ページから１８ページの剰余金計算書につきましては，説明を省略させていただきます。 

 次に，１９ページをお開きいただきたいと思います。平成２２年度常陸太田市水道事業（金砂

郷地区欠損金処理計算書（案））についてご説明申し上げます。 

 先ほど損益計算書によりご説明申し上げましたが，１の当年度未処理欠損金が4,１５０万６６

６円となっておりますので，２の欠損金処理はございませんので，３の翌年度繰越欠損金は4,１

５０万６６６円でございます。 

 ２０ページから２３ページまでの貸借対照表につきましては，説明を省略させていただきたい

と思います。 

 なお，２５ページから５３ページまでの決算附属資料がございますので，ごらんいただきたい

と存じます。 

 次に，議案第７３号平成２２年度常陸太田市工業用水道事業会計決算についてご説明申し上げ

ます。 

 ５５ページをお開きください。平成２２年度常陸太田市工業用水道事業決算報告書，収益的収

入及び支出の収入でございますが，第１款工業用水道事業収益の予算額は１億１３万7,０００円

でございます。決算額は9,３６４万3,４７１円でございます。予算額に対し，９3.５％の収入率

となってございます。 

 次に，５６ページの支出でございますが，第１款工業用水道事業費用の予算額は8,１２２万6,

０００円でございます。決算額は7,４１２万1,６７６円でございます。予算額に対し，９1.３％

の執行率となっております。 
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 次に，５７ページでございますが，資本的収入及び支出の支出につきましては，第１款資本的

支出の予算額は4,２３５万7,０００円でございます。決算額は4,２２７万7,１３８円でございま

す。予算額に対し，９9.８％の執行率となってございます。 

 なお，欄外に記してございますが，資本的収入はございませんので，資本的支出額に不足する

額4,２２７万7,１３８円は，当年度分損益勘定留保資金で同額補てんをいたしております。 

 次に，５８ページの平成２２年度常陸太田市工業用水道事業（常陸太田損益計算書）について

ご説明申し上げます。 

 １の営業収益は，（１）と（２）を合わせまして5,０１６万1,４５０円でございます。２の営業

費用は（１）から（４）まで合わせまして6,５５２万2,５２８円で，営業収支では1,５３６万1,

０７８円の営業損失となっております。３の営業外収益でございますが，（１）から（４）までを

合わせ4,００９万6,５２３円でございます。４の営業外費用でございますが，５３９万３７円で

ございますので，営業外収支では3,４７０万6,４８６円のプラスとなっております。 

 なお，先ほど申し上げました営業損失を差し引いた経常利益は1,９３４万5,４０８円となりま

した。特別利益，特別損失はございませんので，当年度純利益は1,９３４万5,４０８円の計上と

なってございます。 

 なお，前年度繰越欠損金が6,１５４万3,２１８円でございますので，当年度未処理欠損金は4,

２１９万7,８１０円となりました。 

 次のページの剰余金計算書につきましては，説明を省略させていただきたいと思います。 

 ６０ページをお開きいただきたいと思います。平成２２年度常陸太田市工業用水道事業（常陸

太田欠損金処理計算書（案））についてご説明申し上げます。 

 先ほど損益計算書によりご説明申し上げましたが，１の当年度未処理欠損金が4,２１９万7,８

１０円となっております。２の欠損金処理額はございませんので，３の翌年度繰越欠損金は4,２

１９万7,８１０円でございます。 

 次の貸借対照表につきましては，説明を省略させていただきます。 

 次に，６２ページをお開きいただきたいと思います。平成２２年度常陸太田市工業用水道事業

（金砂郷損益計算書）についてご説明申し上げます。 

 １の営業収益，２の営業費用は，給水事業所がございませんのでゼロでございます。３の営業

外収益につきましては，預金利子の１７万6,２４１円の計上でございます。４の営業外費用はご

ざいませんので，営業外収支では１７万6,２４１円のプラスでございますので，当年度純利益は

１７万6,２４１円となりました。 

 なお，前年度繰越利益剰余金が１０５万6,１１７円でございますので，当年度未処分利益剰余

金は１２３万2,３２８円となりました。 

 次に，次ページの６３ページ，剰余金計算書につきましては，説明を省略させていただきまし

て，６４ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成２２年度常陸太田市工業用水道事業（金砂郷剰余金処分計算書（案））についてご説明申し

上げます。 
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 先ほど損益計算書によりご説明申し上げましたが，１の当年度未処分利益剰余金が１２３万2,

３５８円となっております。２の利益剰余金処分額はございませんので，３の翌年度繰越利益剰

余金は１２３万2,３５８円でございます。 

 次の貸借対照表につきましては，説明を省略させていただきます。 

 ６７ページから７９ページまで，決算附属資料がございますので，ごらんいただきたいと思い

ます。 

 以上で，議案第７２号及び議案第７３号について説明を終了させていただきます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

 この際，監査委員より決算審査の結果について報告を求めます。中村監査委員。 

〔監査委員 中村弘君登壇〕 

○監査委員（中村弘君） 議長のご指名によりまして，平成２２年度決算審査の経過と結果につ

いて報告します。 

 最初に，一般会計及び特別会計決算並びに基金運用状況について申し上げます。この決算審査

はご承知のように，地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき行ったわ

けでございます。 

 審査の対象といたしまして，決算及びその書類は，お手元の審査報告書の１ページに３つのグ

ループに分けて記載されてございます。 

 その第１は，一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算でございます。その内容は，一般会計，

国民健康保険特別会計，老人保健特別会計，後期高齢者医療特別会計，介護保険特別会計，下水

道事業特別会計，農業集落排水事業特別会計，戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計，簡易

水道事業特別会計，宅地分譲事業特別会計，１０件の歳入歳出決算でございます。 

 第２は，政令で定める書類で３件でございます。一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算事

項別明細書，実質収支に関する調書，そして財産に関する調書でございます。 

 第３は，基金運用状況を示す書類で，奨学基金，土地開発基金，用品調達基金，肉用牛特別導

入事業基金，印紙等購入基金の以上５つの基金でございます。 

 審査に当たりましては，一般会計並びに特別会計決算書及び政令で定める書類等について，関

係諸帳簿と証書類を照合し，定期監査，例月現金出納検査等の結果を参考にしながら，決算計数

の正確性及び収入支出の合理性の確認を行い，あわせて関係課職員の説明を聴取して審査を行い

ました。また，基金運用状況につきましては，運用基金状況調書と関係諸帳簿により決算書及び

政令で定められた書類の審査に準じて審査を行いました。 

 審査に付されました各会計の歳入歳出決算書，政令で定める書類及び基金の運用状況を示す書

類は，いずれも関係法令に準拠して作成されており，計数は関係諸帳簿，諸書類を照査した結果，

それぞれ符合し正確であることを認めました。また，予算執行につきましては，適正なものであ

ることを認めた次第でございます。詳細につきましては，審査意見書をごらんいただきたいと思

います。 

 続きまして，水道事業会計及び工業用水道事業会計の決算審査の経過と結果についてご報告申
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し上げます。 

 これは，地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づいて行う審査でございます。審査いたし

ました書類は，決算書類として決算報告書，損益計算書，剰余金計算書，剰余金処分計算書，欠

損金処理計算書，貸借対照表，さらに決算附属書類といたしまして，事業報告書，収益費用明細

書，固定資産明細書，企業債明細書でございます。これらが地方公営企業法，その他関係法令に

準拠して適正に作成されていたかどうか，企業経営成績及び財政状況が適性に表示されているか

どうかについて審査したわけでございます。その結果，審査に付されました決算報告書，財務諸

表，その他の書類は，地方公営企業関係法令に準拠して作成され，かつ計数は正確で各企業の経

営成績及び財政状況は適正に表示されていると認めた次第でございます。詳細につきましては審

査意見書をごらんいただきたいと思います。 

 以上で，簡単ではございますけれどもご報告申し上げます。 

○議長（茅根猛君） 報告が終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第７４号ないし議案第８３号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第５，議案第７４号平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第

４号）について，議案第７５号平成２３年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について，議案第７６号平成２３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて，議案第７７号平成２３年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）について，

議案第７８号平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第

７９号平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第

８０号平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて，議案第８１号平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て，議案第８２号平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）について，議案第８

３号平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）について，以上１０件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは，別冊横長のつづり，まず１ページをお開きいただきます。 

 議案第７４号平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）についてでございます。平

成２３年度常陸太田市の一般会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。第１条，歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億3,９１０万円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２７２億7,０５０万6,０００円とする。第２条は地方債の補正でございます。平成２

３年９月６日提出，市長名。 

 主な内容につきましては，９ページからの事項別明細によりご説明させていただきます。 

 ９ページのまず歳入でございます。第１０款１項１目地方交付税でございますが，今回の補正

予算の財源といたしまして，普通交付税３億６７０万円を計上いたしました。 
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 １４款２項１目総務費国庫補助金の減額５４２万2,０００円につきましては，複合型交流施設

の整備を本年度見合わせたため，その財源を減額したものでございます。それから，５目の土木

費国庫補助金でございますが，木造住宅耐震診断士派遣事業の財源といたしまして４５万円，７

目の教育費国庫補助金には，資料館活用計画策定の税源として，重要文化財建造物等公開活用事

業費補助金２９万円を計上いたしました。 

 １５款２項県補助金でございますが，２目民生費補助金におきまして，障害者駐車場利用者証

印刷費の財源として６２万9,０００円を見込んでおります。また，４目の農林水産業費県補助金

につきましては，農業関係施設復旧事業費補助の財源といたしまして9,０１１万5,０００円を計

上いたしました。５目の商工費県補助金３５６万3,０００円の増額につきましては，放射線測定

調査の財源といたしまして，緊急雇用創出事業費補助金を見込んだものでございます。 

 １７款の寄附金でございますが，震災義援金９３７万2,０００円を計上いたしました。 

 １８款１項特別会計繰入金につきましては，２２年度決算額の確定により，一般会計への精算

金合計2,６５６万9,０００円を計上してございます。 

 １０ページに参りまして，２項基金繰入金におきましては，竜神大吊橋塗装事業などの今年度

施工を見合わせましたことから，水府地区観光施設管理基金繰入金１億5,２８１万8,０００円を

減額いたしました。 

 １９款繰越金でございます。２２年度一般会計決算の確定により４億6,５０９万3,０００円，

老人保健特別会計の廃止による決算剰余金として４４万9,０００円を予算化いたしました。 

 ２０款の４項３目雑入についてでございますが，茨城県市町村振興協会よりの災害対策支援金

3,５０５万円を計上したほか，合計3,５４１万円を見込んでおります。 

 ２１款市債の補正でございます。３目の過疎対策事業債は，北消防署金砂出張所整備の財源と

して2,０６０万円を計上いたしました。また，４目の合併特例事業債は複合型交流拠点施設整備

に係る財源３億6,１９０万円を減額いたしました。 

 １１ページ，歳出でございます。 

 １款議会費，２款の総務費でございますが，給料，職員手当等，共済金について，それから，

職員の定期人事異動や震災の復旧，復興に係る時間外勤務として，各費目ごとに計上したもので

ございます。また，これらに伴い各特別会計への繰出金の補正を計上してございます。 

 １２ページの２款１項３目財政管理費の積立金でございますが，地方財政法に基づく歳計剰余

金の積み立てといたしまして，前年度実質収支の２分の１である３億5,７５４万7,０００円を積

み立てるものでございます。７目の支所費でございますが，金砂郷支所分庁舎に係る外壁修繕１

３７万2,０００円を削減し，金砂郷支所解体に係る設計委託料３５６万円を計上いたしました。

９目情報通信管理費の委託料1,５８０万5,０００円の減額と１５目の複合型交流拠点施設整備費

３億8,７４１万9,０００円の減額につきましては，震災復興の財源確保に当たりまして，全庁ネ

ットワークシステムにおける機械更新や複合型交流拠点施設の整備を次年度以降に先送りするも

のでございます。 

 １４ページをお開きいただきます。３款１項２目の老人福祉費の補正でございますが，緊急通
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報システムの貸し出し件数が増えておりますことから，８０台分５２０万3,０００円を増額計上

いたしました。 

 １５ページの４目障害者福祉費の６２万9,０００円につきましては，障害者の駐車場利用者証

を印刷するものでございます。 

 １６ページをお開きいただきます。３款４項１目災害救助費の補正でございます。被災者用住

宅の借り上げに要する費用として，備品費に仲介料１０５万円，それから，１４節に住宅借り上

げ料1,６００万円を追加計上いたしました。ごみ処理手数料の減額２億7,４００万円につきまし

ては，震災ごみ処理業務委託料２億6,８００万円，作業機械等借り上げ料５００万円，震災ごみ

処理助成事業費助成金１００万円にそれぞれ計上がえするものでございます。また，市単独の支

援金であります東日本大震災被害対策費支援金４億1,５５０万円を追加いたしました。 

 １８ページでございます。５款１項農業費の３目農業振興費でございますが，特産品のＰＲと

してブドウ，ナシ，米，そばのＰＲ用ののぼりの購入費１９万3,０００円，ポスターやちらしの

印刷費４５万2,０００円を計上いたしました。５目の農地費の補正１億９０８万4,０００円につ

きましては，職員の異動等のほか，災害復旧事業の財源として農業集落排水事業特別会計に繰り

出すものでございます。 

 １９ページをお開きいただきます。６款１項２目商工振興費でございますが，消費の拡大と地

域経済の活性化を図るために，プレミアム商品券事業費の補助金といたしまして1,０００万円を

計上いたしました。４目の観光費でございますが，震災関係の財源確保として施設案内板設置，

竜神大吊橋の塗装などを減額いたしました。奥久慈トレイルレース負担金や各種イベント開催補

助金の減額につきましても開催の自粛や規模の縮小により，災害関連の財源を確保したものでご

ざいます。 

 ２１ページをお開きいただきます。７款５項下水道費でございますが，災害復旧事業の財源と

しまして８９７万6,０００円を下水道事業特別会計に繰り出すものでございます。 

 ２２ページでございます。８款１項５目災害対策費でございますが，社会保険料３３万円，パ

ートタイマー賃金１９８万5,０００円，消耗品費１０万3,０００円，燃料費１８万8,０００円，

１４節の自動車借り上げ料６７万2,０００円につきましては，緊急雇用創出事業費補助金を活用

しまして，調査を希望する市民の自宅に出向いて放射線量の測定を行うものでございます。また，

罹災証明等の発送に係る郵送料といたしまして４０万5,０００円を計上いたしましたほか，金砂

郷庁舎の解体に当たりまして，防災行政無線の移設に係る委託料７４万6,０００円，移設工事費

６５３万1,０００円を計上いたしました。 

 ２４ページでございます。９款３項中学校費の３目学校建設費でございますが，峰山中学校の

外構整備に係る予算8,２７５万1,０００円を減額いたしました。これにつきましては，震災によ

るグラウンド液状化の災害復旧を実施した後に外構整備を行うこととしたものでございます。 

 ２５ページの５項７目資料館費でございますが，旧法務局庁舎を含む資料館活用計画を策定す

るための経費として５７万2,０００円を計上いたしました。 

 ２６ページをお開きいただきます。１０款１項１目農林災害復旧費でございますが，１億3,５
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１７万1,０００円を予算化いたしました。これにつきましては，農業関係施設の復旧に要する経

費を助成するものでございます。 

 ２７ページでございますが，３項１目民生施設災害復旧費3,１００万円の補正につきましては，

宮ノ脇保育園の復旧に要する工事請負費でございます。４項２目社会教育施設災害復旧費につき

ましては，国登録の文化財となっております旧町屋変電所の復旧に伴う委託料４５１万5,０００

円，太田公民館の工事請負費２９４万1,０００円を予算化いたしました。 

 １１款公債費の補正でございますが，峰山中学校の旧校舎解体に伴い，増築分の未償還金がご

ざいました1,３３５万4,０００円を繰り上げ償還するものでございます。 

 ６ページにお戻りいただきまして，地方債の補正でございます。北消防署金砂出張所整備など

のため，過疎対策事業費を４億1,４８０万円，複合型交流拠点施設整備事業の先送りによる合併

特例債事業費を５億９９０万円とし，限度額合計を２０億4,３７０万円に減額するものでござい

ます。 

 続きまして，議案第７５号でございます。議案第７５号平成２３年度常陸太田市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）でございます。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億7,１９５万3,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億６

３９万9,０００円とする。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 今回の補正予算につきましては，平成２２年度決算に伴う繰り越しや繰り入れ，基金の積み立

てなどによる補正でございます。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 第９款の繰入金ですが，１項１目の一般会計繰入金につきましては，職員の異動などによる減

でございます。また，その下の２項１目の支払準備基金繰入金につきましては，歳入歳出の予算

調整によるものでございます。 

 １０款の繰越金につきましては，平成２２年度決算に伴うものでございます。 

 ７ページの歳出でございますが，第１款総務費につきましては，職員の異動などによるもので

ございます。 

 ８ページの９款基金積立金につきましては，２２年度決算繰越金が主なものでございます。 

 続きまして，議案第７６号平成２３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

でございます。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４６万4,０００円を減額し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億9,２８４万8,０００円とする。平成２３年９月６日

提出，市長名。 

 今回の補正予算につきましては，職員の異動による職員給与費の増及び平成２２年度決算に伴

う繰越金の確定などに伴う補正でございます。 

 ６ページに事項別明細の歳入がございます。 

 ３款の繰入金につきましては，歳出補正に係る財源について，一般会計からの繰り入れによる

ものとして補正調整を行うものでございます。 

 ４款の繰越金につきましては，平成２２年度決算に伴うものでございます。 
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 ５款の諸収入につきましては，平成２２年度後期高齢者医療保険料等負担金の確定によるもの

でございます。 

 ７ページをお開きいただきます。 

 歳出でございますが，１款の総務費につきましては，職員の異動などによる増でございます。 

 第３款の諸支出金につきましては，過年度の事務費繰入金精算に伴う一般会計繰出金の確定に

よるものでございます。 

 第４款の予備費ですが，歳入歳出予算調整に伴う補正でございます。 

 続きまして，議案第７７号平成２３年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございます。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,７９０万3,０

００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億8,４１０万4,０００円とするも

のでございます。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 ６ページからの事項別明細でございますが，まず，歳入でございます。 

 ７款１項４目その他一般会計繰入金につきましては，職員の異動等に伴う減額補正。 

 ７款２項１目の支払準備基金繰入金につきましては，繰越金確定に伴う増額の補正。 

 ８款の繰越金につきましては，平成２２年度決算に伴う増額補正。 

 続きまして，７ページの歳出でございますが，１款１項１目一般管理費及び３項１目介護認定

審査会費につきましては，いずれも職員の異動等による減額補正でございます。 

 ８款１項２目の償還金及びその下の８款２項１目の一般会計繰出金につきましては，平成２２

年度決算に伴う精算による補正でございます。 

 続きまして，議案第７８号でございます。平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予

算（第３号）についてでございます。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,６１８

万9,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億5,５１２万9,０００円と

する。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 ６款の一般会計繰入金８９７万6,０００円につきましては，災害復旧費の追加に伴うものでご

ざいます。 

 ７款の繰越金4,７２１万3,０００円につきましては，前年度繰越金でございます。 

 ７ページに歳出でございますが，１款１項１目工業下水道費1,６８３万円の増額は，人事異動

に伴う職員人件費の減及び消費税納付額の増によるものでございます。３目の特環下水道費８０

０万4,０００円の減額は，人事異動に伴う職員人件費の減によるものでございます。 

 ４款１項１目下水道施設災害復旧費4,７３６万3,０００円の増額は，災害復旧工事に伴う委託

料，工事請負費，原材料費の計上でございます。 

 続きまして，議案第７９号平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）についてでございます。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億1,１３２万3,

０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億7,５０３万7,０００円とする。

第２条，地方債の変更は地方債補正による。平成２３年９月６日提出，市長名。 
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 ７ページの事項別明細歳入でございます。 

 ３款の県支出金6,４８６万円，５款の繰入金１億９０８万4,０００円,９款の市債1,６２０万円

につきましては，それぞれ災害復旧費の追加に伴うものでございます。 

 ６款の繰越金3,１１７万9,０００円につきましては，前年度繰越金でございます。 

 ８ページは歳出でございますが，１款１項１目総務管理費６７９万8,０００円の減額は，人事

異動に伴う職員人件費の減でございます。 

 ４款１項１目農業集落排水施設災害復旧費２億2,８１２万1,０００円の増額につきましては，

災害復旧工事に伴う委託料，工事請負費，原材料費の計上でございます。 

 続きまして，議案第８０号平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計

補正予算（第２号）についてでございます。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７

８万2,００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,２１９万5,０００円とす

る。平成２３年９月６日提出，市長名。 

 ６ページに事項別明細歳入でございます。 

 ４款の繰入金，一般会計繰入金５９６万4,０００円の減額につきましては，前年度繰越金の増

に伴う繰入金の減によるものでございます。 

 ５款の繰越金６７４万6,００円につきましては，前年度繰越金でございます。 

 ７ページに歳出がございます。 

 １款１項１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費７８万2,０００円の増額は，人事異動に伴う

職員人件費の増によるものでございます。 

 続きまして，議案第８１号でございます。平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正

予算（第２号）についてでございます。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８０

万9,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億3,３８９万円とする。平成

２３年９月６日提出，市長名。 

 ６ページに事項別明細歳入がございます。 

 ２款の使用料及び手数料，簡易水道使用料４４４万円の減額につきましては，震災に伴う簡易

水道使用料の減免によるものでございます。 

 ３款の繰入金，一般会計繰入金１６９万1,０００円の減額につきましては，職員の異動に伴う

人件費の減でございます。 

 ４款の繰越金７９４万円につきましては，前年度繰越金でございます。 

 ７ページの歳出でございますが，１款１項１目一般管理費１６９万1,０００円の減額は，職員

の異動に伴う人件費の減でございます。 

 １款３項１目配管費３５０万円の増額は，災害時におけます里美地区の南部及び北部の２カ所

へ臨時給水所を設置するため，消火栓と同等の接続装置を配置するものでございます。 

 議案第８２号平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）についてでございます。

第１条は総則でございます。第２条，収益的収入及び支出の補正でございまして，予算第３条に

定められた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。収入の第１款水道事業収益を1,
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０５６万円減額し１１億9,９３４万3,０００円とし，支出の第２款水道事業費用を２８７万6,０

００円減額し，１１億2,７２７万3,０００円とするものでございます。第３条は，議会の議決を

経なければ流用することのできない経費の補正でございまして，予算第９条に定めた経費の金額

を次のように定める。職員給与費を６６５万9,０００円増額し，１億7,８０８万1,０００円に改

めるものでございます。平成２３年９月６日提出，市長名でございます。 

 詳細につきましては，予算明細書にて説明を申し上げます。 

 ８ページをお開きいただきます。初めに，収益的収入及び支出の収入でございますが，１款１

項２目２節給水工事収益1,０５６万円の減額でございますが，複合型交流拠点施設の着工を先送

りしたことによるものでございます。 

 次に，９ページの収益的支出でございますが，２款１項１目原水及び浄水費，２目の配水及び

給水費，４目の総係費につきましては，職員の人事異動等による増額でございます。３目の受託

工事費の減額につきましては，複合型交流拠点施設の着工の先送りによるものでございます。 

 続きまして，議案第８３号平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて，第１条は総則でございます。第２条，収益的収入及び支出の補正で，平成２３年度常陸

太田市工業用水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。支出の第１款工業用水道事業費用を５万円3,０００円減額し，7,５６５万8,０００円とする

ものでございます。第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で，

予算第７条に定めた経費の金額を次のように定める。職員給与費を５万3,０００円減額し，1,３

７６万4,０００円に改めるものでございます。平成２３年９月６日提出，市長名でございます。 

 詳細につきましては，７ページをお開きいただきます。予算明細書でございます。 

 収益的収入及び支出でございます。１款１項４目総係費の減額につきましては，職員の人事異

動によるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，９月８日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午後０時２０分散会 
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